
欠席 

欠席 

欠席 

欠席 

あいち森と緑づくり委員会委員名簿 

（五十音順、敬称略） 

氏 名 所 属 ・ 役 職 等 

い か い   ゆ み こ 

猪 飼  由 美 子 
公募委員 

 

い と う      み  

伊 籐  た ま 眞 
グリーンアドバイザーあいち 代表 

お か だ  の り ひ さ 

○  岡 田  憲 久 
名古屋造形大学 名誉教授 

さ い と う  ゆ う こ 

斉 藤  祐 子 
インタープリターズ・ユニット 森あそび本舗 代表 

たけうち  とおる 

竹 内  徹 
公募委員 

た け だ  み え 

武 田  美 恵 
愛知工業大学 教授 

 

た じ つ け ん い ち 

田 實  健 一 
公募委員  

た な べ  か ず よ し 

田 邊  一 𠮷 
農林業 

 

 

な か が わ  み ち こ 

中 川  弥 智 子 
名古屋大学 准教授 

 

やまもと かずきよ 

◎  山 本  一 清 
名古屋大学 教授 

【 第８期任期：2022年６月20日から2024年６月19日まで 】 

【 委員長：◎、副委員長：○ 】 

委員会 欠席 欠席 欠席 － 委 員 猪 飼 由 美 子

A車 ○ ○ 西庁舎 委 員 伊 藤 た ま 眞

B車 ○ ○ 西庁舎 委 員 岡 田 憲 久

C車 ○ ○ 西庁舎 委 員 斉 藤 祐 子

D車 ○ ○ 岡崎 委 員 竹 内 徹

欠席 欠席 欠席 － 委 員 武 田 美 恵

D車 ○ ○ 岡崎 委 員 田 實 健 一

欠席 欠席 欠席 － 委 員 田 邊 一 吉

欠席 欠席 欠席 － 委 員 中 川 弥 智 子

A車 ○ ○ 西庁舎 委 員 山 本 一 清

農林基盤局 A車 ○ ○ 西庁舎 技 監 山 本 剛 久

C車 ○ ○ 西庁舎 林 務 部 長 江 場 正

B車 ○ ○ 西庁舎 主 事 渡 辺 愛 菜

C車 ○ ○ 西庁舎 技 師 西 村 淳 吾

公園緑地課 B車 ○ ○ 西庁舎 担 当 課 長 志 賀 雅 樹

事務局 A車 ○ ○ 西庁舎 室 長 則 武 孝 宏

B車 ○ ○ 西庁舎 室 長 補 佐 堀 真 輔

D車 ○ ○ 岡崎 室 長 補 佐 橋 本 好 文

C車 ○ ○ 西庁舎 技 師 和 田 﨑 直 隆
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役　　職 氏　　名

公園緑地課 － ○ － 現地集合 課 長 補 佐 三 宅 安

－ ○ － 現地集合 主 任 今 井 勇 一

水土里の会 － － ○ 現地集合 会 長 宮 石 峯 男

－ － ○ 現地集合 （ 他 ５ 名 ）

桂野町自治区 － － ○ 現地集合 区 長 髙 倉 明 裕

豊田市松平支所 － － ○ 現地集合 副 主 幹 成 瀬 久 繕

－ － ○ 現地集合 主 査 夏 目 翔 平

－ － ○ 現地集合 課 長 大 村 宏

－ － ○ 現地集合 課 長 補 佐 等 々 力 淳 子

計 2 11

35号 304み957 A車 － － 現地集合 運 転 手

36号 304み958 B車 － － 現地集合 運 転 手

34号 304み956 C車 － － 現地集合 運 転 手

37号 304み954 D車 － － 現地集合 運 転 手

以下　事業地視察先の説明者及び関係者

役　　職集合場所

豊田加茂農林水産事務所林務課

水大気環境課生活環境地盤対策室

林務課　あいちの木活用推進室

２０２２年度　第２回　あいち森と緑づくり委員会　参加者一覧表

日時：令和４年９月６日（火）

配車
計画

事業地

視察
①

事業地

視察
②

事業地視察①：稲沢市祖父江町
事業地視察②：豊田市桂野町

氏　　名



あいち森と緑づくり委員会開催要綱 
（目的） 

第１条 森と緑が有する公益的機能の維持増進のために実施する森林、里山林及び都市の緑の

適正な整備及び保全に関する施策（以下「あいち森と緑づくり事業」）の透明性の確保を図

り、あいち森と緑づくり基金条例（平成２０年愛知県条例第５号）に規定するあいち森と緑

づくり基金（以下「基金」という。）の適正な運用を図るとともに、あいち森と緑づくり事

業を効果的に推進するため、あいち森と緑づくり委員会（以下「委員会」という。）を開催

する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会の委員はあいち森と緑づくり事業を効果的に推進するため、次の事項について

意見を述べる。 

（１）あいち森と緑づくり事業の計画に関すること。 

（２）あいち森と緑づくり事業の進捗、実績の評価に関すること。 

（３）その他、あいち森と緑づくり事業の推進に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員１０人以内で組織する。 

２ 委員は、有識者その他適当と認められる者（公募により選任された３名以内を含む）から、

知事が委嘱する。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員の再任は、妨げない。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

（会議の開催） 

第５条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席又は意見を求めるこ

とができる。  
３ 委員長は、会議を開催するにあたり、やむを得ない理由により会議を開くことが困難な場

合は、書面により意見を徴することができる。 

（会議の公開等） 

第６条 委員会は原則として公開とするものとする。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限

りではない。 

（１）愛知県情報公開条例（平成１２年愛知県条例第１９号）第７条に規定する不開示情報に

該当する情報を含む案件を検討する場合。 

（２）その他委員会が非公開とする旨を議決した場合。  
（３）前条第３項によるとき。  
２ 会議の傍聴方法については別途定める。 

（事務局） 

第７条 委員会の事務局は、愛知県農林基盤局林務部森林保全課内に置く。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は別に定める。 

２ 会議録及び会議資料は、１０年間保存する。 

 

附則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２０年４月１８日から施行する。 

（第１回目の委員会） 

２ 第５条第１項の規定にかかわらず、第１回目の委員会は愛知県農林基盤局長が招集する。 

附則 

 この要綱は、平成２４年６月２０日から施行する。 

附則 

 この要綱は、平成２６年６月２０日から施行する。 

附則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 



令和４年度 第２回 あいち森と緑づくり委員会 
事業地視察 行程 

 
                             令和４年９月６日(火)開催 

市街地コース 行 程 
所要 

時間 

集合場所① 

（県庁班） 

集合場所② 

（三河班） 

Ｄ

車 

移動（県庁⇒集合場所②） 40 分  10：30～11：10 

集合場所② 西三河農林 細川管理所 
※三河地域の委員が集合 

20 分  
20 分間待機 

11：30 集合 

昼食 60 分  11：30～12：30 

移動（集合場所②⇒視察先①） 80 分  12：30～13：50 

Ａ 
～ 
Ｃ 

車 

集合場所① 県庁西庁舎 １階ロビー  12：50 集合  

移動（集合場所①⇒視察先①） 50 分 13：00～13：50 
 

視察先① 緑の街並み推進（稲沢市祖父江町） 30 分 13：50～14：20 13：50～14：20 

視察先①にて 
   あいち森と緑づくり体感イベントの説明 

10 分 14：20～14：30 14：20～14：30 

移動（視察先①⇒視察先②） 80 分 14：30～15：50 14：30～15：50 

視察先② 提案型里山林整備（豊田市桂野町） 30 分 15：50～16：20 15：50～16：20 

Ａ 
～ 
Ｃ 
車 

移動（視察先②⇒県庁） 40 分 16：20～17：00  

解散  17：00～ 
 

Ｄ

車 

移動（視察先③⇒集合場所②） 5 分  16：20～16：25 

解散   16：25～ 

移動（集合場所②⇒県庁） 35 分  16：25～17：00 

※ 道路事情により多少遅れる場合がございます。 

※ 県庁班は、県庁西庁舎に集合し、公用車での移動となります。 

※ 三河班は、西三河農林水産事務所細川管理所に集合し、公用車での移動となります。 

  

事業地視察の配車計画 
 

公用車の乗車人数 １５名 

あいち森と緑づくり委員会 委員６名 

県 ９名 

農林基盤局 ：山本技監、江場林務部長、則武森と緑づくり推進室長、 

西村技師（林務課）、堀補佐、橋本補佐、和田﨑技師 

都市・交通局：志賀担当課長（公園緑地課） 

環境局   ：渡辺主事（水大気環境課） 

 

公用車 配車計画 

行 程 車 種 同 乗 者 

集合場所①～視察先 

   ～集合場所① 

公用車Ａ 

4 名乗車 
山本委員長、伊藤委員 

山本技監 

則武森と緑づくり推進室長 

集合場所①～視察先 

   ～集合場所① 

公用車Ｂ 

4 名乗車 
岡田副委員長 

志賀担当課長、西村技師 

堀補佐（事務局） 

集合場所①～視察先 

   ～集合場所① 

公用車Ｃ 

4 名乗車 
斉藤委員 

江場林務部長、渡辺主事 

和田﨑技師（事務局） 

集合場所②～ 

視察先～集合場所② 

公用車Ｄ 

3 名乗車 
竹内委員、田實委員 橋本補佐（事務局） 

注：集合場所①は県庁西庁舎、集合場所②は西三河農林水産事務所細川管理所 

 

 

 

 

事業地視察の関係者 
 

○ 都市緑化推進事業（緑の街並み推進事業） 

説明者：都市・交通局公園緑地課（三宅補佐、今井主任） 

※ 視察地①で現地集合・現地解散 

 

○ 森林整備事業（提案型里山林整備事業） 

説明者：地域活動団体：桂野町自治区（髙倉区長） 

水土里の会（宮石会長他５名） 

    豊田市   ：松平支所（成瀬副主幹、夏目主査） 

    県     ：豊田加茂農林水産事務所林務課（大村課長、等々力課長補佐） 

 

 


